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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視覚的な漏電表示器を有する構造ユニットに搭載された１つ以上の過電圧保護素子を含
み、漏電を表示するために遠隔信号送信接点を起動する起動デバイスを含む熱的過電流保
護器を含むプラグ接続式サージアレスタであって、
　前記構造ユニットが２つのチャンバを含み、第１の下部チャンバ（１）が封入されたス
パークギャップ（２）を収容し、前記下部チャンバの前面側がそれぞれスパークギャップ
（２）に電気的に接続されたプラグイン接触面（３）から形成され、または境界を定めら
れ、第２の上部チャンバ（４）が過電流保護器（５）を収容し、
　配線支持体（７）を固定する隔壁（６）が前記下部および上部チャンバ（１；４）の間
に提供され、
　前記プラグイン接触面（３）が安定化曲げ（８）を含んで少なくとも２つの接続ラグ（
９）内に延在し、その下端部はそれぞれ滑り傾斜または挿入傾斜（１０）を含み、前記そ
れぞれの前面側の接続ラグが互いに平行に延在することを特徴とするサージアレスタ。
【請求項２】
　前記接続ラグ（９）が、それぞれの前面側に互いに整列して配設されることを特徴とす
る、請求項１に記載のサージアレスタ。
【請求項３】
　前記下部チャンバ（１）が、前記スパークギャップ（２）の外側輪郭に適合する底部（
１１）によって封止できることを特徴とする、請求項１または２に記載のサージアレスタ



(2) JP 4884530 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

。
【請求項４】
　前記上部チャンバ（４）が、前記隔壁（６）から上方向に平行に延在する２つの側壁（
１２）を含むことを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載のサージアレスタ
。
【請求項５】
　前記接続ラグ（９）の対向端部に、少なくとも１つのプラグイン接触面（３）が前記配
線支持体（７）に電気的に接続された一体化された延長部を含むことを特徴とする、請求
項１から４のいずれか一項に記載のサージアレスタ。
【請求項６】
　Ｕ形状であり、電位をもたずに漏電状態を遠隔信号送信するためのスイッチング手段と
、接触相手部品と、接続端子を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の少なくとも
１つのプラグ接続式サージアレスタを機械的または電気的に収容する基底部品であって、
　間隔を置く延長部（１５）がそれぞれの接続端子（１６）を案内して収容する底部（１
４）から延在し、
　前記接続端子（１６）が各々底部（１４）に背を向けた開口部を備えるＵ形状またはＶ
形状を有する接触相手部品（１７）を有し、
　案内曲げ（２０）を含み、サージアレスタが挿入されるとき該サージアレスタのそれぞ
れの接続ラグ（９）に対応する予備成形されたバネ部品（１９）が、それぞれの接触相手
部品（１７）の脚（１８）の間に挿入されることを特徴とする基底部品。
【請求項７】
　前記底部（１４）に、接触相手部品（１７）の１つに対応して該接触相手部品を正しい
位置に固定するＵ形状またはＶ形状を有する凹所が提供されることを特徴とする、請求項
６に記載の基底部品。
【請求項８】
　前記接触相手部品の第１の脚（１８．１）がそれぞれの接続端子内へ延在し、または該
接続端子に接続され、第２の脚（１８．２）がその内部側で、挿入されたサージアレスタ
のそれぞれの接続ラグ（９）に大面積で接触することを特徴とする、請求項６または７に
記載の基底部品。
【請求項９】
　そのＵ形状またはＶ形状の領域において、接触相手部品（１７）が、間隔を置いて離れ
ている接続ラグ（９）と同様に、電流分割式に設計されることを特徴とする、請求項６か
ら８のいずれか一項に記載の基底部品。
【請求項１０】
　いくつかのサージアレスタを平行に並んで収容する接触相手部品（１７、１８．１、１
８．２）を備える複数の接続端子（１６）を含み、
　内部Ｎ／ＰＥブリッジ（２００）が、ＴＴシステム用に提供され、２つのサージアレス
タのプラグイン位置の間の空間に、予備成形された金属製部品の形で配置され、それぞれ
の接触相手部品（１７）に負極性で接続されることを特徴とする、請求項６から９のいず
れか一項に記載の基底部品。
【請求項１１】
　１対の接触相手部品（１７）の前記それぞれの第２の脚（１８．２）が、その幅方向に
斜めに延在する部分（２１）を有することを特徴とする、請求項９に記載の基底部品。
【請求項１２】
　前記それぞれの対の第２の脚の斜めに延在する部分（２１）が互いに向き合って延在す
ることを特徴とする、請求項１１に記載の基底部品。
【請求項１３】
　前記斜めに延在する部分（２１）の形状が、接続端子を中央に配置する目的で、接続端
子の領域内でＵ形状の基底部品（２２）の下部側（２３）の意匠の補完であることを特徴
とする、請求項１１または１２に記載の基底部品。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それぞれ請求項１および６の前文に記載の１つ以上の過電圧保護素子を含む
プラグ接続式サージアレスタ、ならびに少なくとも１つのそれらのプラグ接続式サージア
レスタを機械的または電気的に収容するための基底部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　漏電信号を送るための遠隔信号接点を含むサージアレスタは、独国実用新案第ＤＥ２０
　２００４　００６　２２７号から既知である。この従来技術によれば、電位をもたない
機構の起動は、挿入されたバリスタの熱的な監視または対応するプラグイン部品内に挿入
された本線のスパークギャップの起動ユニットによって達成され、起動力はそれぞれスラ
イダーまたは可撓性プレートによって予荷重をかけられたバネによって伝えられる。
【０００３】
　この従来の過電圧保護デバイスの基底部品において、機構的な動きは運動ラムおよび回
転可能に搭載された切り換え揺れ腕によってマイクロスイッチに伝達され、これはその出
力に電位を持たない切り換え接点を有する。
【０００４】
　低圧電力供給システムに使用するための多極サージアレスタは独国特許第ＤＥ１００　
０１　６６７　Ｃ１号から知られ、これは活性線およびＰＥまたは接地電位用の基底部品
本体中の接続端子を備える１つの単一の実質的にＵ形状の基底部品を含み、接続端子に電
気的に接続可能なバリスタまたはスパークギャップ素子を備えるプラグ式部品を取り外し
可能に受容する案内手段は、基底部品の被覆フード内に設けられる。
【０００５】
　前述のように、従来の多極サージアレスタは実質的にＵ形状の基底部品に挿入される。
この目的のために、サージアレスタにはプラグイン接点が設けられる。
【０００６】
　しかし、プラグイン接点は、高いサージ電流伝導能力が必要とされる場合に、溶融しや
すい。対向接点素子の接点力が圧入によって増加されているならば、それぞれのサージア
レスタは機械工具なしで交換の目的で取り外すことは困難であり、これは大きな保守上の
欠点である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述に基づいて、本発明の目的は、さらに開発されたプラグ接続式サージアレスタおよ
び機械的または電気的にそれらのアレスタを収容する基底部品を提供することであり、そ
れによって設計が特に小型になり、サージアレスタと基底部品中の嵌合接点間の必要なプ
ラグイン接点は１００ｋＡまでの優れたサージ電流伝導能力を有する。さらに、本発明の
目的は、過剰な機械的な力を与えることなく、および／またはサージアレスタを挿入また
は取り外すとき機械的な工具を用いる必要なく、このプラグイン接点の高いサージ電流伝
導能力を保証することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的の解決策は、請求項１および６の教示による特徴の組み合わせによって達
成され、従属請求項は少なくとも有用な実施形態および進展を定義する。
【０００９】
　本発明によれば、プラグ接続式サージアレスタは２つのチャンバを含み、第１の下部チ
ャンバは封入されたスパークギャップまたは類似の消弧構成を収容する。
【００１０】
　下部チャンバの前面側はプラグイン接触面によって形成され、またはそれぞれスパーク
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ギャップに接続されたそれらのプラグイン接触面によって境界が定められる。プラグイン
接触面とそれぞれのスパークギャップの間は、ネジ止め接点を選択するのが好ましい。
【００１１】
　第２の上部チャンバは、それ自体既知の過電流保護器および／または他の電子ユニット
を収容する。
【００１２】
　下部チャンバと上部チャンバの間に隔壁が設けられ、これは配線支持体を固定すること
ができる。使用中、この配線支持体は起動回路を含むことができる。
【００１３】
　金属パンチング材料から作られたプラグイン接触面は安定化曲げを含み、これは外側曲
げとして加工されるのが好ましい。それらの曲げおよびプラグイン接触面は、間隔を置く
少なくとも２つの真直ぐの大きく平滑な接続ラグ内に延在し、その下端部は各々面取りの
観点から滑り傾斜または挿入傾斜を含む。それぞれの前面側の接続ラグは互いに平行に延
在する。
【００１４】
　接続ラグはそれぞれの前面側上で線状に整列される。
【００１５】
　下部チャンバは、スパークギャップの外側の輪郭に適合するようにされた底部によって
封止することができる。
【００１６】
　一実施形態において、スパークギャップは中空の円筒体として形成される。したがって
、底部の断面は円形、または円の一部の形状を有する。
【００１７】
　本発明の他の実施形態において、少なくとも１つのプラグイン接触面は、接続ラグの対
向する端部に一体化された延長部を含み、これは配線支持体に電気的に接続される。これ
は、追加の作業なしで、スパークギャップと例えば電気的起動システムの間の配線の一部
を具現化することを可能にする。
【００１８】
　機械的または電気的に少なくとも１つの、好ましくは複数のプラグ接続式サージアレス
タを収容するための本発明による基底部品は、実質的にＵ形状であり、電位をもたない漏
電状態の遠隔信号送信のためのスイッチング手段、ならびに接触相手部品およびそれ自体
既知の接続端子を含む。
【００１９】
　この基底部品の底部から延長部が上方向に実質的に垂直に延在し、その中に設けられた
凹所の中にそれぞれの接続端子を案内しながら収容する。
【００２０】
　各接続端子は接触相手部品を有し、これは底部部品に背を向けた開口部を備えてＵ形状
またはＶ形状を有する。
【００２１】
　予備成形されたバネ部品はそれぞれの接触相手部品の脚の間に挿入され、これは案内曲
げを含み、サージアレスタが挿入されるときそれぞれのサージアレスタの接続ラグに対応
する。
【００２２】
　さらに、凹所が基底部品の底部に設けられ、この凹所は接触相手部品の１つに対応する
Ｕ形状またはＶ形状を有し、接触相手部品を横方向に固定する。
【００２３】
　接触相手部品の第１の脚はそれぞれの接続端子内に延び、またはそれぞれの接続端子に
接続される。接触相手部品の第２の脚は、その内部側で、挿入されたサージアレスタの等
しく平坦な接続ラグにそれぞれ大面積または全体で接触する。
【００２４】
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　接触相手部品は、そのＵ形状またはＶ形状の領域において、間隔を置いて離れている、
すなわち、接続ラグと同様に電流分割式に設計することができる。
【００２５】
　組み合わされたモジュール状アレスタでは、接触相手部品を備える複数の接続端子を基
底部品に設けて、いくつかのサージアレスタを平行に並べて収容することができる。
【００２６】
　ＴＴ－システムでは、内部Ｎ／ＰＥブリッジが設けられ、この内部Ｎ／ＰＥブリッジは
、２つのサージアレスタのプラグイン位置の間の空間に、予備成形された金属製部品の形
で配置され、それぞれの接触相手部品に負極性で、好ましくはリベットによって接続され
る。
【００２７】
　１対の接触相手部品のそれぞれの第２の脚は、その幅方向に斜めに延在する部分を有す
ることができる。
【００２８】
　他の実施形態において、それぞれの対の第２の脚の斜めに延在する部分は、互いに向き
合って延在するように設計することができる。
【００２９】
　斜めに延在する部分の形状は、接続端子を中央に配置する目的で、接続端子の領域内の
Ｕ形状基底部品の下部側の意匠を補完するように選択される。さらに、斜めに延在する部
分は、接触相手部品が設けられた基底部品にサージアレスタを容易に挿入することを可能
にする。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】過電流保護器と、スパークギャップと、２つのチャンバからなる構造ユニットを
含むプラグ接続式サージアレスタを示す斜視図である。
【図２】接続端子および内部Ｎ／ＰＥブリッジを備える基底部品の底部を示す図である。
【図３】上部チャンバの側壁を有するサージアレスタ、およびスパークギャップから配線
支持体上の電子素子に電流を運ぶ延長部を示す図である。
【図４】既に挿入されたサージアレスタを備え、その接続ラグが接触相手部品のＵ形状部
分の最終位置に到達しているＵ形状の接触相手部品の詳細を示す図である。
【図５】いくつかのサージアレスタを収容することのできるＵ形状の基底部品を示す斜視
図である。
【図６】認識可能な部品が図２の底部に配置または固定される、Ｕ形状の基底部品の下部
側を示す図である。
【図７】組み合わされたアレスタ、例えば、ＴＴ－システムとして完成された装置を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図を参照して実施形態により詳細に本発明を説明する。
【００３２】
　図１および図３によるプラグ接続式サージアレスタは、例えば封入されたスパークギャ
ップ２を収容するための第１の下部チャンバ１を含む。
【００３３】
　下部チャンバ１の前面側はプラグイン接触面３によって形成され、またはそのような金
属製プラグイン接触面３によって境界を定められる。
【００３４】
　プラグイン接触面３は、ネジ締め接続によってスパークギャップ２の対応する電極に電
気的および機械的に接続される。
【００３５】
　第２の上部チャンバ４は、過電流保護器５、漏電表示器（図示せず）または他の電子部
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品を含むことができる。
【００３６】
　例えば合成材料から作られた隔壁６は下部チャンバと上部チャンバの間に配置され、配
線支持体７を収容する。配線支持体７は、プリント基板として設計され、前述の過電流保
護器５を機械的に支持し、その電気的相互接続の働きを補助できることが好ましい。
【００３７】
　プラグイン接触面３は安定化曲げ８を有し、安定化曲げ８は示した実施形態では外方向
を向く。
【００３８】
　さらに、プラグイン接触面３は、間隔を置いて離れている少なくとも２つの接続ラグ９
内に延在し、その下端部は各々滑り傾斜または挿入傾斜１０を有する。さらに、それぞれ
の前面側の接続ラグ９は互いに平行に延在する。
【００３９】
　それぞれの前面側の接続ラグは、それぞれ線状に整列または配設され、すなわち、それ
らは直線状に延在する。
【００４０】
　下部チャンバ１は底部１１によって封止することができ、これはスパークギャップ２の
外部輪郭に適合し、合成材料から作られるのが好ましい。
【００４１】
　底部１１には、一体化された延長部１１．１を設けることができ、これはプラグ接続式
サージアレスタが基底部品内に挿入されるとき限界ストッパを画定する。
【００４２】
　上部チャンバ４は隔壁６から上方向に平行に延在する２つの側壁１２を含む。これによ
って、プラグ接続式サージアレスタは図７に見ることができるように単純なキャップで完
全に封止することができる。
【００４３】
　少なくとも１つのプラグイン接触面は、接続ラグ９に対向する端部に一体化された延長
部１３を含み、配線支持体７に電気的に接続される。これによって、起動回路および／ま
たは過電流保護器を起動するために必要な電位を供給することができる。
【００４４】
　少なくとも１つ、好ましくは複数のプラグ接続式サージアレスタを機械的または電気的
に収容するための基底部品は、図２、図４、図５、および図６によってさらに詳細に説明
する。
【００４５】
　間隔を置いて離れている延長部１５は、基底部品の底部１４から上方向にほぼ垂直に延
在し、これはそれぞれの接続端子１６を案内しそれらが変位しないように固定する。
【００４６】
　接続端子１６は各々接触相手部品１７を有し、これはＵ形状であり、すなわち底部１４
から離れて上方向に向く自由な開口部を備える。
【００４７】
　それぞれの接触相手部品１７の脚１８の間に、案内曲げ２０を含む予備成形されたバネ
部品１９が挿入される。予備成形されたバネ部品は打ち抜きと曲げによって製造された要
素から形成されるのが好ましく、その与えられた形状により接触相手部品１７の脚１８の
間に捕捉されて保持される。
【００４８】
　その開口端部で、案内曲げ２０はそれぞれの接続端子の方向を向き、その接続ラグ９を
備えるサージアレスタを導入または挿入するための空間が形成される。
【００４９】
　補足として底部１４内に凹所が設けられ、その形状は接触相手部品の形状に一致し、延
長部１５に加えて接触相手部品を固定する。
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【００５０】
　接触相手部品１７の第１の脚１８．１は、それぞれの接続端子１６内に延在し、または
それぞれの接続端子に接続され、第２の脚１８．２は、その内部側で挿入されたサージア
レスタのそれぞれの接続ラグ９に大面積で接触する。
【００５１】
　そのＵ形状の領域において、接触相手部品１７は、間隔を置いて離れている接続ラグ９
と同様に、電流分割式に設計される（図２参照）。
【００５２】
　図２によれば、接続端子または接触相手部品を備える接続素子の２つの対向する列を、
いくつかのサージアレスタを平行に並べて収容するように、基底部品内に設けることがで
きる。
【００５３】
　ＴＴ－システムについては、内部Ｎ／ＰＥブリッジ２００が設けられ、これは２つのサ
ージアレスタのプラグイン位置の間の空間に、予備成形された金属製部品の形で配置され
、それぞれの接触相手部品１７に好ましくはリベットによって負極性で接続される。
【００５４】
　１対の接触相手部品のそれぞれの第２の脚１８．２は、その幅方向に斜めに延在する部
分２１を有することができる（図２参照）。図２に示されるように、これらの斜めに延在
する部分は互いに向き合って延在することができる。それぞれの脚１８．２の幅方向に斜
めに実施することにより、サージアレスタが挿入されるとき、全ての接続ラグ９の幅全体
ではなく、最初により小さな幅の部分に摩擦接触が展開する。
【００５５】
　斜めに延在する部分２１の形状は、接続端子を中央に配置する目的で、接続端子の領域
内でＵ形状の基底部品２２の下部側２３の意匠２４の補完であるように選択することがで
きる。意匠２４のこの実施形態は図６に示される。その中に示される斜めの表面は第２の
脚１８．２の斜めの延長部分２１と類似の形状を有し、この基底部品２２を底部１１上に
配置するとき前述の中央配置をもたらし、これは接続端子とブリッジで完成される。
【００５６】
　図７の完成された装置の図において、組み合わせアレスタを形成する合計４個のサージ
アレスタは基底部品に収容され、これは前述のブリッジを用いる有用な内部配線を含む。
波形を設けた把持表面２５は、それぞれのアレスタの把持と引っ張りを容易にし、補助工
具を用いる必要がない。
【符号の説明】
【００５７】
　　１　　　第１チャンバ
　　２　　　スパークギャップ
　　３　　　プラグイン接触面
　　４　　　第２チャンバ
　　５　　　過電流保護器
　　６　　　隔壁
　　７　　　配線支持体
　　８　　　曲げ
　　９　　　接続ラグ
　１０　　　挿入傾斜
　１１　　　底部
　１１．１　延長部
　１２　　　側壁
　１３　　　延長部
　１４　　　底部
　１５　　　延長部
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　１６　　　接続端子
　１７　　　接触相手部品
　１８　　　脚
　１８．１　第１の脚
　１８．２　第２の脚
　１９　　　予備成形されたバネ部品
　２０　　　案内曲げ
２００　　　Ｎ／ＰＥブリッジ
　２１　　　斜め延長部分
　２２　　　Ｕ形状基底部品
　２３　　　下部側
　２４　　　意匠
　２５　　　把持表面

【図１】 【図２】
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